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安芸おひさま保育所

「運  動  会」

令和 元年
第 690 号

　10 月 5 日　市内の保育所で運動会が行
われました。園児たちは、白組と赤組に
分かれて、応援合戦をしたり徒競走をし
たりするなど、一生懸命練習してきた成
果を十二分に発揮していました。



　市税は、自家用乗用車の増に伴い軽自動車税が増となったものの、農業所得
の減などによる個人住民税の減や、評価替えなどによる固定資産税の減などに
より、市税収入全体で1,099万円（0.6％）減少しています。地方交付税は、普通交
付税が地域経済・雇用対策費の廃止や事業費補正の減に伴い、8,993万円（2.3
％）の減となったものの、平成30 年7 月豪雨災害に伴う特殊財政需要額の増に
より、特別交付税が3億6,724万円（49.0％）の増となり、交付税全体で2億7,731
万円（6.0％）の増加となっています。国庫支出金は、平成30年7月豪雨災害など
により災害復旧事業費支出金が1億7,395万円（2,626.4％）の大幅増となり、全体
で1,572万円（0.9％）の増加となっています。県支出金についても、災害復旧事業
費支出金の増などにより5,344万円(4.3％)増加しています。寄付金については、
ふるさと納税寄付額は横ばいで推移しているものの、指定寄付金の減に伴い、
寄付金全体では8,652万円（30.4％）の減少となっています。その他では、複合社
会福祉施設建設用地売却に伴う土地売払収入5,087万円（648.5％）の増などが
あり、歳入全体では、前年度より4億842万円（3.1％）の増加となりました。

　人件費は、退職者の減などに伴い1億2,064万円（5.7％）減少。公債費は、これ
までの繰上償還や市債発行額の抑制などの効果により通常償還元金が1億461
万円（8.8%）、利子が1,639 万円（20.5％）減少し、任意繰上償還の減と合せた公
債費全体では2億6,755万円（15.9%）の減となり、扶助費の減と合わせ、これら義
務的経費全体では4 億7,406 万円（8.2%）の減少となっています。普通建設事業
費は市営住宅植野団地建て替えなどにより、補助事業費が1 億4,580万円（13.4
％）増、保育所移転統合事業完了などに伴い単独事業費が4億270万円（39.5％）
の減少となっています。また平成30年7月豪雨災害による公共土木施設や農林
業用施設を中心とした災害復旧事業費が6億192万円（611.5％）増となり、これ
ら投資的経費全体では、3億3,446万円（14.4％）の増加となりました。その他の
経費については、将来負担の軽減を図るための、減債基金や施設整備基金など
各種基金積立金が2 億8,419 万円（41.3％）の増となり、補助費の増などと合わ
せ、その他経費全体では5億2,092万円（11.1％）の増加となっています。歳出全
体では前年度より3 億8,132万円（3.0％）の増加となりました。
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％）増、保育所移転統合事業完了などに伴い単独事業費が4億270万円（39.5％）
の減少となっています。また平成30年7月豪雨災害による公共土木施設や農林
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経費については、将来負担の軽減を図るための、減債基金や施設整備基金など
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→　時刻表のお問い合わせは、 総務課 ☎35・1000まで 4広報あき 令和元年 11月



市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→5 広報あき 令和元年 11月



→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課 ☎35・1000 6広報あき 令和元年 11月



安芸市ホームページはバナー広告を募集中　→7 広報あき 令和元年 11月



→　時刻表のお問い合わせは、 総務課 ☎35・1000まで 8広報あき 令和元年 11月



市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→9 広報あき 令和元年 11月



健診場所 対象者数／受診率
目標達成

（46％）まで

江 川 公 民 館 あと 27 人

下 山 公 民 館 あと 27 人

伊尾木公民館 あと 77 人

川 北 公 民 館 あと 131 人

151 人／ 28.5%

98 人／ 19.4%

345 人／ 23.8%

510 人／ 20.4%

▽と　き　11 月 28 日（木）
① 18 時 ～ 18 時 30 分
② 18 時 30 分 ～ 19 時
③ 19 時 ～ 19 時 30 分
④ 19 時 30 分 ～ 20 時
　お好きな時間を選んで、電話または来所にて
お早めにご予約ください。

　特定健診などのお知らせ

■問　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　☎32・0300　632・0301

■問・申込　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　　 　☎32・0300　632・0301

11月は、
女性限定の予約健診が
あります！

健診速報 40 ～ 74 歳　国保被保険者の特定健診

ご自身の健康のために特定健診を受診しましょう！

　11 月 28 日の 9 時～ 11 時、13 時 30 分 ～ 15 時は男
性も受診できます。予約なしで受診できます。受診券、
受診票、問診票のない人は元気館までご連絡ください。

あなたの骨の強さが簡単にわかります。
申し込み不要です。当日健診会場で骨密度
測定コーナーにお立ち寄りください。

気の合う仲間と

健診受診！

1年に 1度は

「からだを点検」！

自分の健康は自分で

守らなくちゃ！

仕事が終わって

からでも健診が

受けられる！

しかも

待ち時間なく

スムーズ！

＊年齢は令和 2 年 3 月 31 日現在の満年齢です。▽ところ
　健康ふれあいセンター「元気館」

▽対象・料金

骨密度測定もあります ( 無料 )
▽検査項目
　尿検査、身体計測 ( 身長、体重、腹囲 )、問診、
　血圧測定、診察、血液検査

19 ～ 39 歳の国保被保険者または
社保被扶養者の女性（＊非課税世帯は無料） 1,300 円

40 ～ 74 歳の国保被保険者 無　料

75 歳以上の後期高齢者医療被保険者 無　料

予約健診の診察医
は女医さんです

ママリフレッシュ講座
■問・申込　地域子育て支援センター

　　☎・637・9310

　高校生の「ふれあい体験学習」として高校生と
子育てボランティアがお子さんをお預かりします。

●3B体操（なかよし広場同時開催）（9時50分集合）

▽と　き　11 月 14 日（木）10 時 ～ 11 時 30 分
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　乳幼児とその保護者（定員 15 組）

歯科検診があります

　人生 80 年の時代。健康な生活を
送るためには歯のケアが必要です。
　ぜひチェックしましょう！

▽と　き
　11 月 28 日（木）
　14：00 ～ 14：30（受付）
▽ところ
　健康ふれあいセンター「元気館」

▽対象者　19 歳以上の男女
▽料　金　無料　＊要予約

無料

→　お子さんかお孫さんを紹介してみませんか？ 10広報あき 令和元年 11月



健康テレホンサービス
☎ 088・832・5266　11 月の週間予定表

月 歯科の応急処置
火 なかなか治らない子どもの咳
水 役に立つお薬手帳
木 その症状 甲状腺機能の低下が原因
金 臭いがわからない

土日 最近のニキビの治療
提供：高知保険医協会

11 月の休日在宅当番医
3日 芸西病院 ☎ 33・3833
4日 森澤病院 ☎ 34・1155

10日 芸西オルソクリニック ☎ 33・3503
17日 尾木医院 ☎ 34・3155
23日 森澤病院 ☎ 34・1155
24日 森澤病院 ☎ 34・1155

診療時間：9 時 ～ 17 時
県立あき総合病院（☎34・3111）は救急に対応

項　目 月　日 受付時間 ところ

無医地区診療 11月26日（火） 14:10～15:00 大井公民館

健康相談 11月12日（火） 10:00～12:00 市民館別館

愛の献血

11月14日（木）

10:00～11:30 安芸警察署

13:30～16:30 県立あき
総合病院

つくし会

11月 1日（金）
10:00～13:00

健康ふれあい
センター

「元気館」11月15日（金）

13:30～15:00

栄養教室

エプロン・三角巾・
手ふきタオル・
参加費（材料費）

持ち物

自主運動

室内用シューズ・
水分・タオル

持ち物

生活習慣病
予防サークル（ ）

検診（健診）項目 対象者 自己負担金
①胸部検診 ( レントゲン検診） 40 歳以上の男女 無料
②特定健診 40 歳～ 74 歳の男女 無料

③特定健診に準じた健康診査
19 ～ 39 歳の国保の男女 } 1,300 円
19 ～ 39 歳の社保被扶養の女性
後期高齢者医療の被保険者男女 無料

④肝炎ウイルス検査 これまでに市の肝炎ウイルス検査を受けたことのない、
40 歳以上の男女 700 円

⑤胃がん検診（集団検診・バリウムによる検診） 50 歳以上の男女（2 年度に 1 回の受診です） 900 円

⑥胃がん検診 50 歳以上の男女（2 年度に 1 回の受診です） 3,400 円

⑦前立腺がん検診 50 歳以上の男性 600 円
⑧大腸がん検診 40 歳以上の男女 500 円
⑨子宮頸がん検診 20 歳以上の女性（2 年度に 1 回の受診です） 800 円
⑩乳がん検診 40 歳以上の女性（2 年度に 1 回の受診です） 1,000 円

　400㎖献血をお願
いしています。
　睡眠、食事が十分に
取れて体調の良い人
にお願いしています。

動物愛護週間
のお知らせ

　飼い主には、飼っている犬や猫を終生まで飼養および
管理を行う責任があります。やむをえず飼えなくなった
場合は、新たな飼い主を探し、譲渡するなど、犬・猫が
生涯を全うできるよう努力しましょう。
　どうしても飼い続けることができなくなった場合は、
下記窓口までご相談ください。

項　目 月　日 受付時間 ところ

胸部検診
特定健診

肝炎ウイルス検診
前立腺がん検診
大腸がん健診

（回収）

11月28日（木）
9:00～11:00
13：30～15：00

健康ふれあい
センター

「元気館」
11月29日（金） 7：30～11:00

13：30～15：00

胃がん検診 11月29日（金） 7：45～9:15

歯科健診 11月28日（木） 14：00～14:30

項　目 月　日 受付時間 ところ

胃がん検診 12月6日（金） 7：45～9:15

健康ふれあい
センター

「元気館」

大腸がん健診
（回収） 12月6日（金） 7：30～11:00

12：45～15：00

乳がん健診
12月6日（金） 9：00～11:00

13：00～15：00

12月9日（月） 9：00～11:00
（AMのみ）

子宮頸がん検診
12月6日（金） 8：45～11:00

12：45～15：00

12月9日（月） 8：45～11:00
（AMのみ）

夜間予約
（女性のみ）

18:00～20：00
（予約のみ）

事前に申し込みを
お願いします

個別検診・医療機関による、
胃内視鏡検診（ ）

■問　安芸福祉保健所☎34・3173

その他

■問　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　☎32・0300　632・0301

あなたと、家族のためにぜひ受けましょう！

がん検診・特定健診

＊70 歳以上の人は、市が実施する上記⑤～⑩の検診は無料です。　＊事前に申し込みが必要です。
＊胃がん検診は、集団検診か個別検診のいずれかで、2 年度に 1 回の受診になります。

＊大腸がん検診を受診希望の人は事前にお申し込みください。
　キットをお送りしますので、採便したものを検診日にお持ちください。

各種健（検）診

がん健診

「赤ちゃん集まれ！」のコーナーでは、写真を募集中　→11 広報あき 令和元年 11月



乳幼児健診 あきっ子あつまれ！
■問　健康ふれあいセンター「元気館」

☎32・0300　632・0301
■問　健康ふれあいセンター「元気館」

☎32・0300　632・0301

＊子育てボランティアがお子さんをお預かりします。

▽と　き　11 月 7 日（木）12 時 45 分 ～ 受付
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　乳幼児とその保護者
▽持ち物

　母子健康手帳、筆記用具・お子さんのお世話
グッズ（ミルク・さ湯・おむつ・ガーゼなど）
　お持ちであればお子さんが現在使っている
離乳食用スプーンやスタイなど

　 ＊離乳食スプーン・エプロンは貸し出しがあります。

◯あかちゃん・もぐもぐ教室（離乳食講習会）

▽と　き　11 月 22 日（金）10 時 ～ 12 時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）

▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　乳幼児とその保護者
▽持ち物　お子さんを預けられる人は、バスタオル、
　　　　　おむつ、お茶やさ湯など
＊お子さんの安全のため、保険料 100 円をいただいています。
　ご了承ください。

◯あきっ子広場 
　（ボランティアと一緒に遊ぼう！託児もあります）

３～４カ月児健診
▽と　き　11 月 12 日（火）12 時 ～
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　令和元年 7 月生まれ
　　　　　（個別通知します）

9～10カ月児健診
▽と　き　11 月 19 日（火）12 時 30 分 ～
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　平成 31 年 1 月生まれ
　　　　　（個別通知します）

1歳 6カ月児健診
▽と　き　11 月 12 日（火）13 時 ～
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　平成 30 年 2 月生まれ
　　　　　（個別通知します）

3歳児健診
▽と　き　11 月 19 日（火）13 時 ～
▽ところ　健康ふれあいセンター
　　　　　「元気館」
▽対　象　平成 28 年 7 月生まれ
　　　　　（個別通知します）

児童虐待など気になる子どもを発見したらまず連絡を！
■問　福祉事務所こども係☎35・1009　635・1028

　11 月は児童虐待防止推進月間です。「子どもの様
子がおかしいな」「虐待かも？」と感じたら、連絡や相
談をしてください。あなたの一報が苦しい思いをしてい
る子どもや保護者への支援につながります。

　子どもが言うことを聞かないために、ついきつく叱る、
叩いてしまったなど、子どもへの接し方に悩むことはあり
ませんか。一人で悩まず、誰かに話を聞いてもらうことや
専門機関に相談することで、解決策がみつかるかもしれま
せん。

オレンジリボンには「子ども虐待防止」の
メッセージが込められています。

　「しつけ」と「虐待」は違います。子どもの身体や心
に「苦痛」を与えることが「虐待」になります。「虐待」
は次の 4 つに分類されますが、単独ではなく重複して
いることが多くあります。

○児童虐待とは

　電話のほか、FAX やメールでも構いません。
＊時間をかけて情報収集する必要はありません。不明な点

があってもご連絡ください。
＊相談者の情報は堅く守られます。虐待の事実がないと分

かっても、責任は問われません。

○連絡、相談の方法

●平日・昼間
☎35・1009　635・1028
*kodomo@city.aki.lg.jp

・福祉事務所こども係

・家庭児童相談室 ☎635・2920
●休日・夜間

・市役所代表 ☎34・1111
●緊急時

・警察署 ☎110（事件性のある場合）
・近くの児童相談所 ☎189

・高知県中央児童相談所（高知市若草町 10-5）
☎088・821・6700

■連絡、相談先

【子育て中の皆さんへ】

「その気持ち  誰かを笑顔に  させる種」
2019 年度標語最優秀作品

参加を希望する人は元気館までお申し込みください。

①身体的虐待

②性 的 虐 待

④養育放棄、怠慢（ネグレクト）

③心理的虐待

頭部、腹部、胸部の殴打など、玄関や
ベランダに締め出し、子どもが求めても
中に入れない　など（ ）
性的行為の強要、児童ポルノの被写体にする
など（ ）
子どもの面前での DV 行為、子どもに対して
必要以上の叱責、兄妹との極端な差別　など（ ）

夜間子どもだけでの放置、登校登園させないなど、監護が
不十分、不衛生　など（ ）

広報あきでは、地域の話題・情報をお待ちしています。　■問　総務課 ☎35・1000 12広報あき 令和元年 11月



子育て information子育て information

地域子育て支援センター
■問　地域子育て支援センター（安芸おひさま保育所内）

☎37・9310　637・9310

　子育てを一人で頑張っていませんか？みんな悩みながら
も子育てしていることに共感したり、子育てが少しでも楽
しくなるように、悩みを話せる子育て仲間や、子どもたち
の小さな出会いの場として、気軽にご利用ください。

○保育室・園庭開放
　安芸おひさま保育所の保育室や園庭を開放しています。
子ども同士、保護者同士のふれあいの場としてご利用
ください。
▽と　き　平日 9 時 ～ 16 時

○巡回体験入園・巡回相談
　月に 1 回、地域の保育所で開催しています。
　絵本や手作りおもちゃがありますので、遊びに来てく
ださい。
▽と　き　11 月７日（木）
　　　　　10 時 ～ 11 時 30 分（体験入園）
　　　　　13 時 30 分 ～ 15 時 30 分（育児相談）
▽ところ　井ノ口保育所

○一時保育をご利用ください
▽対象児童　市内在住の満 1 歳～就学前まで
▽定　　員　1 日あたり 5 人
▽利用時間　平日（土、日、祝日を除く）
　　　　　　半日(8 時 30 分 ～ 12 時 30 分
　　　　　　　　　または 12 時 30 分～ 16 時 30 分）　　　　　　1 日（8 時 30 分 ～ 16 時 30 分）
▽利用日数　1 カ月あたり 14 日以内
▽利 用 料　半日 1,000 円　1 日 2,000 円

○なかよし広場
　子育て仲間との交流の場として、元気館のホールにて
親子で楽しめる広場を開催しています。

『体も心も元気になる！ 3B 体操』
▽と　き　11 月 14 日（木）　10 時 ～ 12 時
▽ところ　健康ふれあいセンター『元気館』
▽持ち物　着替え、タオル、お茶など
　3B 体操は、乳幼児から 100 歳まで楽しめる体操です。
小さい子どもさんもママがサポートする形で優しく体を動
かしてあげることで、健やかな成長を促します。一緒に楽
しみませんか？

○安芸おひさま保育所の行事に参加しませんか
《お店やさん》
▽と　き　11 月 30 日（土）　10 時 ～
▽参加者集合場所　体験入園（こあら組）
　安芸おひさま保育所の子どもたちが、かわいい店員さん
になって品物を売ってくれます。
　当日は、手作りおもちゃやおかし、レストランがあります。
　10 円玉を持ってお買い物に来てください。
＊保護者会のバザーも開催します。

《もちつき》
▽と　き　12 月 5 日（木）　9 時 ～
▽参加者集合場所　体験入園（こあら組）
▽持ち物　エプロン、三角巾、タオル（おしぼり）
▽参加費　無料

○体験入園
▽と　き　11 月 5 日（火）、12 日（火）、19 日（火）、
　　　　　21 日（木）、26 日（火）、28 日（木）
　　　　　9 時～ 12 時
▽ところ　安芸おひさま保育所
▽持ち物　着替え、お茶、タオルなど

○電話相談・面接相談
　育児の悩みなどお気軽にご相談ください。
　面接相談の際は事前にご連絡ください。
▽と　き　平日 9 時～ 16 時

○給食試食会
　保育所の給食を親子で一緒に体験してみませんか。

～ 12 月普通食～
▽と　き　12 月 10 日（火）
▽申　込　12 月 5 日（木）
　　　　　締切
▽定　員　1 ～ 5 歳まで
　　　　　10 人

～ 11 月普通食～
▽と　き　11 月 12 日（火）
▽申　込　11 月 7 日（木）
　　　　　締切
▽定　員　1 ～ 5 歳まで
　　　　　10 人

＊食材費をご負担いただきます。

■問　市民課市民係☎35・1001 ＊承諾をいただいた人のみ紹介しています。
＊ほか 3 人の赤ちゃんが誕生しています。

お誕生おめでとう

【川　北】
千光士 裕二・美弥 男 9 月 19 日叶

かなと
翔

【伊尾木】
川久保 優斗・華穂 女 9 月 30 日心

こころ

【土　居】
山中 将豪・美月 女 9 月 18 日すず

保　護　者 保　護　者性別 性別赤ちゃん 赤ちゃん誕生日 誕生日

■問　安芸おひさま保育所☎637・9310

9月生まれ

家庭や子育てに関する相談　■問　家庭児童相談室 ☎35・292013 広報あき 令和元年 11月



　柔道整復は、骨や関節、筋肉のケガの治療・応急手当
を目的とする治療です。
　接骨院・整骨院で施術を受けるとき、医療保険が「使え
るもの」と「使えないもの」が決められていますので、次
のことに注意してください。

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告におい
て全額が社会保険料控除の対象となります。その年の 1 月
1 日から 12 月 31 日までに納付した保険料が対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを
証明する書類の添付が義務付けられています。
　このため、平成 31 年 1 月 1 日から令和元年 9 月 30 日
までの間に国民年金保険料を納付された人については、「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が 11 月上旬に日
本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申
告の際には必ずこの証明書（または領収証書）を添付してく
ださい。
　また、令和元年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間に今
年はじめて国民年金保険料を納付された人は、翌年の 2
月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、
ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご
家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してくだ
さい。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」について

～国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ～
ご存じですか？ 柔道整復師（接骨院・整骨院）の正しいかかり方
■問　市民課国保年金係☎35・1002

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

■問　市民課国保年金係☎35・1002

・日常生活による疲れ、肩こり、スポーツなどによる肉体
疲労

・病気（神経痛・五十肩・ヘルニアなど）からくる痛み

・労災保険が適用となる仕事中
　や通勤途中での負傷

・脳疾患後遺症などの慢性病
・慰安目的など

・医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲およびねんざ
（肉離れを含む）などの診断をされ施術を受けたとき

・あらかじめ医師から施術をすることの同意を得た骨折、
脱臼の施術

＊応急処置の場合は医師の同意は必要ありません。

○健康保険が使えるもの（一部自己負担）

・ 「いつ・どこで・何をして・どんな症状か」をしっかりと
伝えましょう。

・ 「療養費支給申請書」に記載されている負傷名・負傷
年月日・負傷の原因などが間違っていないかをよく確
認しましょう。

・柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、
「療養費支給申請書」には、必ず自分で署名・押印し
てください。

・未記入の申請書に署名・押印をしたり、印かんを預
けたりしないでください。

・領収書は必ず保管し、医療費通知で金額と日数の確
認をしましょう。

・施術が長期間にわたる場合は、内科的要因も考えら
れますので医師の診察を受けましょう。

＊応急処置の場合は医師の同意は必要ありません。

○施術を受ける際の注意点

 柔道整復師への正しいかかり方をご理解いただくこと
で、誤った療養費の請求を防ぎ、医療費の適正化につ
ながります。
　また、施術を受けられてから数カ月後に、受診内容
調査のため、文書などにより負傷原因や施術年月日、
施術内容などについてお問い合わせすることがあります
ので、ご協力をお願いします。

○市からのお願い

○健康保険が使えないもの（全額自己負担）

保険医療機関などで治療中の負傷箇所を同時期に柔道整復師と
医師に重複して受診した場合は、全額自己負担となります（ ）

のご照会は、控除証明書のはがきに表示されている電話番
号にお問い合わせください。

11月30日は「年金の日」です！！
■問　南国年金事務所☎088・864・1111

　厚生労働省では、「国民一人一人、「年金ネット」などを活
用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」
として、11（いい）月 30（みらい）日を「年金の日」としました。
　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、
ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、未来の生活
設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の
年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、
ご自身の年金記録を基にさまざまなパターンの試算をすること
もできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームペー
ジでご確認いただくか、南国年金事務所（☎ 088・864・
1111）にお問い合わせください。
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　医療救護所は、南海トラフ大地震などの自然災害
から「住民の生命と健康を守るため」市が開設します。
　災害発生後、病院に多くの患者さんが詰めかける
と、重症の人への手当てを優先するという病院の役
割が果たせなくなる恐れがあります。限られた状況
で必要な医療を適切に受けるために　まずは医療救
護所へ来てください。
　今回の訓練は、市民、自主防災組織、学校、医療

▽と　き　12 月 1 日（日）　9 時 ～ 12 時（予定）
▽ところ　清水ケ丘中学校
▽内　容
　避難所開設、負傷者誘導、医療救護所設営、トリ

アージ、軽症、中症、重症患者への応急処置と
医療救護病院（森澤病院）などへの搬送

　障がいがある人を対象とした手当は次のような
ものがあります。いずれの手当も所得や障がいの
程度によって支給制限がありますので、詳しい内
容についてはお問い合わせください。

特別障害者手当、障害児福祉手当、
特別児童扶養手当をご存じですか？
■問　福祉事務所障害ふくし係☎35・1009　635・1028

▽対象者
　日常生活において常時特別な介護を必要とする
状態にある人で次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳 1 ～ 2 級程度の障がいが 2 つ以

上重複している人
・身体障害者手帳 1 ～ 2 級程度の障がいが 1 つと、

3 級程度の障がいが 2 つ以上重複している人
・内部障がい 1 級程度で、安静度が絶対安静の人
・重度の精神または知的障がいで、日常生活の大

半に介護を必要としている人
＊20 歳以上の在宅で生活をしている人が対象となり、施設に入

所している人や3カ月以上入院している人は対象になりません。

▽手当額（平成 31 年 4 月～）
　月額　27,200 円

【特別障害者手当】
▽対象者
　次のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を自宅
で養育している保護者
・身体障害者手帳 1 ～ 3 級程度の障がいがある人ま

たは 4 級程度の障がいがある一部の人
・療育手帳 A1（最重度）、A2（重度）の障がいがある人
・精神の障がいであって、上記と同程度以上と認め

られる程度の人
＊療育手帳 B1、B2 の人でも精神の障がい（発達障がいを含む）

がある場合は対象になることがあります。
＊対象児童が施設に入所している場合は対象になりません。

▽手当額（平成 31 年 4 月～）
　月額　1 級　52,200 円
　　　　2 級　34,770 円

【特別児童扶養手当】

▽手当額（平成 31 年 4 月～）
　月額　14,790 円

　日常生活において常時介護を必要とする在宅の
20 歳未満の人で次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳 1 級程度の障がいがある人およ

び 2 級程度の障がいがある一部の人
・療育手帳 A1（最重度）、A2（重度）の一部の人
・精神の障がいであって、上記と同程度以上と認

められる人
＊児童福祉施設などに入所している人は対象になりません。

【障害児福祉手当】

機関などを対象に安芸市総力戦で備える実地訓練
です。

災害時医療救護活動訓練を実施します
■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300　632・0301
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森林所有者の皆さんへ

ご存知ですか？ 令和元年度 間伐事業などの支援制度
1.施業を集約化し、間伐などを行う場合の補助事業

2.自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業（自伐林家などを含む）

3.再造林および被害防護施設などに対する支援制度

○造林事業(国庫事業)　下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈、森林作業道など

■緊急間伐総合支援事業(県事業)　下表以外に…路網整備（500～1,500円/m）など

■森林資源再生支援事業(人工造林・付帯施設整備・隔年下刈)…造林事業への嵩上げ（造林事業と合計で概ね90%相当）
■森林資源再生支援事業(再造林の推進)…伐採跡地の森林所有者に対する仲介活動、森林施業プランの提案および同意取得活動に要する経費。

■木材安定供給推進事業(国庫事業)　下表以外の作業種…路網整備

■みどりの環境整備支援交付金(県事業)…造林事業への嵩上げ（造林事業と合計で概ね90%相当）

お問い合わせ先

区分 作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件など 補助率

～ 25 年生
（除伐）

不用木の除去
不良木の淘汰 0.1ha 以上／施行地 規定無 下記の①、②のいずれかに該当していること。

①森林経営計画の認定を受けた人。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体

に位置付けられた人。
＊保育間伐を実施する場合は、施業実施前に
　「事前計画書」の提出に努めること。

68%

A：～ 35 年生
（保育間伐 A）

B：林齢制限なし
（保育間伐 B）

A：不用木の除去、不良木の淘汰
B：伐採木の平均胸高直径が18㎝

未満の不用木の除去、不良木
の淘汰

0.1ha 以上／施行地

30%

～ 60 年生
＊森林経営計画に基づく

場合は標準伐期齢の 2 倍
以下の林齢

不用木の除去
不良木の淘汰搬出集積

0.1ha 以上／施行地
①森林経営計画に基づく場合

森林経営計画ごとに間伐・更新伐の施
行地面積の合計が 5ha 以上で平均搬
出材積が10㎥ /ha 以上

②特定間伐等促進計画に基づく場合
集約化実施計画ごとに間伐・更新伐の
それぞれにおいて施行地面積の合計が
5ha 以上で平均搬出材積が10㎥ /ha
以上

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた人。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体

に位置付けられた人、かつ集約化実施計画の
対象森林。

＊間伐・更新伐を実施する場合は、施業実施前に
　「事前計画書」を提出すること。
　（森林作業道の計画を含む）

～ 90 年生

不用木の除去
不良木の淘汰

支障木やあばれ木などの伐倒
搬出集積

C：～ 60 年生
（保育間伐 C）

不用木の除去
不良木の淘汰 0.1ha 以上／施行地

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①県・市町村
　

②森林整備法人、森林組合、森林法施行令第 11
条に定める特定非営利活動法人など

保安林または
市町村森林整
備計画に規定
する公益的機
能が高い森林

（72%）
その他（36%）
＊令和元年度で
　廃止予定

作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件など 補助率

間伐材生産

【体質強化】
～ 60 年生

不用木の除去
不良木の淘汰

支障木や
あばれ木などの伐倒

造材
集材搬出集積

積込

0.1ha 以上／施行地 30%

【体質強化】
①県が作成する体質強化計画に明記された「原木供給計

画参画事業実施主体」のうち市町村、森林整備法人な
どおよび知事が選定した林業経営体。

②同一林班または区域内に森林経営計画が作成されてい
る場合は、翌年度末までに本事業での施行箇所を経営
計画対象森林とすること。

定額 

搬出材積：50㎥ /ha 未満
350 千円 /ha ＋間接費以内

搬出材積：50 ～ 70㎥ /ha 未満
（350千円/ha＋間接費）+ 76千円以内

搬出材積：70㎥ /ha 以上 
（350千円/ha＋間接費）+152千円以内
＊条件により加算が適用できない場合が

あります。
　事前に各林業事務所までご相談ください。

【成長産業化】
林齢制限なし

【成長産業化】
①市町村、森林整備法人などおよび選定経営体。
②同一林班または区域内に森林経営計画が作成されてい

る場合は、翌年度末までに本事業での施行箇所を経営
計画対象森林とするよう努めること。

作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件など 補助率

間　伐

11 ～ 60 年生 公益林保全整備事業
（保育間伐） 0.1ha 以上／施行地 30% 保安林または市町村森林整備計画に規定する

公益的機能が高い森林で集約化が困難な森林 定額 80,000 円 /ha

31 ～ 60 年生 森林整備支援事業
（搬出間伐） 0.1ha 以上／施行地

30% 国庫補助事業の対象とならない森林
＊ 20%の間伐は、高知県小規模林業推進協議会の会

員に限定

定額 183,000 円 /ha

20% 定額 122,000 円 /ha 

作業種 補助要件など 補助率
再造林 造林補助事業で採択された人工造林および附帯施設等整備（鳥獣害防止施設等整備）、

下刈り（隔年）とする。ただし、シカ被害防護施設については、再造林と一体的に実施する
ものとする。

・コンテナ苗による再造林：27%以内（造林補助率 68%の場合は、合わせて 95%となる）
・上記以外の作業種：22%以内（造林補助率 68%の場合は、合わせて 90%となる）

シカ被害防護施設
下刈り（隔年）

再造林の推進

県が設置する協議会に登録した再造林を推進する者が実施する以下の活動
① 仲介活動  森林所有者の再造林に対する意思確認から再造林を行う事業者への仲介活動
② 森林施業プラン作成  森林所有者ごとの再造林から、その後の維持管理に要する経費と伐採に
　　　　　　　　　　　　　より得られる収入などを試算するための森林調査および提案書の作成
③ 同意取得活動　森林所有者から再造林の同意を得るために行う面談・交渉などの活動

①仲介活動：10,000 円 / 森林所有者 1 人
②森林施業プラン作成：9,600 円 /ha
③同意取得活動：7,200 円 /ha

作業種 対象林齢 事業内容 補助要件など 補助率
除　伐 11 ～ 25 年生 除伐：不用木の除去（森林環境保全直接支援事業） 造林事業で

採択された除伐
および保育間伐
（A・B・C）

とする。

定額 35,000 円 /ha

保育間伐

11 ～ 35 年生 保育間伐 A：不用木の除去、不良木の淘汰（森林環境保全直接支援事業） 定額 35,000 円 /ha

11 ～ 45 年生 保育間伐 B：伐採木の平均胸高直径が 18cm 未満の不用木の除去、不良木の淘汰（森林環境保全直接支援事業） 定額 30,000 円 /ha

11 ～ 45 年生 保育間伐 C：不用木の除去、不良木の淘汰（環境林整備事業） 定額 23,000 円 /ha

森
林
環
境
保
全
直
接
支
援
事
業

除
伐

保
育
間
伐

搬
出
間
伐

更
新
伐

間　

伐

環
境
林
整
備
事
業

ただし、事業主体が自ら所有する森林以外で 
森林所有者と協定を締結した場合、または寄
付や分収契約解除などにより公有林化した森
林で実施した場合に限る（ ）
ただし、事業主体が自ら所有する森林で実施
することを除くこととし、地方公共団体およ
び森林所有者と協定を締結した場合に限る（ ）

搬出材積に応じて
76 ～ 152 千円 /ha を加算（ ）

注意！：上記の事業を実施した場合には転用制限期間（５年または10年）がありますので、山林を開発、転売、皆伐などを計画する場合は、必ず下記のお問い合わせ先へ連絡してください。

高知県林業振興・環境部木材増産推進課（間伐担当）☎ 088・821・4602
安芸林業事務所☎ 34・1181
＊もしくは、お近くの市町村、森林組合までお問い合わせください。

みどりの環境整備支援交付金と公益林保全整備事業
には、皆さんからお預りした森林環境税が活用され
ています。

ペットボトルはフタを外して出しましょう。 16広報あき 令和元年 11月



　

　

区分 税率
自家用 営業用

電気自動車・天然ガス自動車（平成 30 年排出ガス規制適合または平成 21 年排出ガス規制 10％以上低減）
非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

乗用 2020 年度燃費基準＋10％達成
貨物 2015 年度燃費基準＋20％達成
乗用 2020 年度燃費基準達成 1% 0.5%貨物 2015 年度燃費基準＋15％達成

2015 年度燃費基準＋10％達成 2% 1%
上記以外 2%

区分 通常の
税率

臨時的軽減
後の税率

電気自動車・天然ガス自動車（平成 30 年排出ガス規制適合または平成 21 年排出ガス規制 10％以上低減） 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリット車 2020 年度燃費基準＋10％達成

2020 年度燃費基準達成 1% 非課税
上記以外 2% 1%

プレミアム付商品券の申請期限は11月30日です

軽自動車税の環境性能割が始まります

■問　（購入引換券について）　市商品券室☎37・9400
　　　（商品券について）　安芸商工会議所☎34・1311

■問　税務課市民税係☎35・1005

　消費税率の引き上げが家計に与える影響を緩和するた
め、プレミアム付商品券を販売しています。購入対象であ
る非課税の人には申請書を送付していますので、まだ申請
をされていない人は、11月30日までに申請をお願いします。
　お手元に購入引換券が届いている人は、令和 2 年 2 月
29 日までに安芸商工会議所で商品券をご購入ください。

　令和元年 10 月 1 日の消費税 10％への引き上げ時に「自動車取得税」が廃止され、
新たに軽自動車税の「環境性能割」が創設されます。また、環境性能割の創設に併
せて、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わります。
＊環境性能割の賦課徴収は高知県が行います。

・購入対象者①の購入限度額
券面額 25,000 円（販売額 20,000 円）

・購入対象者②の購入限度額
券面額 25,000 円（販売額 20,000 円）
×対象児童数分

▽販売単位・購入限度額
１冊5,000円分（500円×10枚）を4,000円で販売。
最大 5 冊まで分割購入可。

▽販売場所　安芸商工会議所（本町 3 丁目 11-5）
▽販売期間　10 月 1 日～令和 2 年 2 月 29 日 
　　　　　　平日 9 時～ 17 時

▽商品券使用期間　10月 1日～令和 2 年 2月 29日
▽商品券使用可能店舗
　安芸商工会議所にお問い合わせください。

▽購入対象者
①平成 31 年度住民税非課税の人（住民税課税者

の配偶者・扶養親族、生活保護受給者などを除く）
②平成 28 年 4 月 2 日から令和元年 9 月 30 日までに

生まれた子のいる世帯の世帯主（引換申請は不要）

土日祝除く、ただし令和 2 年 2 月 29 日は最終
日のため販売を行います（ ）

＊ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成 30 年排出ガス規制 50％低減または平成 17 年排出ガス規制 75％低減達成車（★★★★）
に限る。

＊ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成 30 年排出ガス規制 50％低減または平成 17 年排出ガス規制 75％低減達成車（★★★★）
に限る。

　臨時的軽減とは消費税率引き上げに配慮し、令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日までの間に自家
用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率 1％分が軽減されます。

　軽自動車税の環境性能割は令和元年 10 月 1 日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を
問わず取得された車両（取得価格が 50 万円を超えるもの）に対して課税されます。

〇環境性能割の税率

〇環境性能割の臨時的軽減（自家用の乗用車）

雑がみ（ティッシュ箱、紙バッグ、菓子箱など）はリサイクルしましょう。17 広報あき 令和元年 11月



　

技能講習名 実施場所・集合場所 実施日予定 時間 内容

家事援助講習
○口腔ケア
○ハウス
　クリーニング

老人憩いの家
（シルバー人材センター 2 階）

11 月 7 日（木）

9 時 ～ 11 時 介護講習

11 時 ～ 12 時
13 時 ～ 16 時 口腔ケア

11 月 8 日（金） 9 時 ～ 12 時
13 時 ～ 16 時

ハウスクリーニング
講義・実技

閉講式

剪定講習 会場：内原野公園
集合：内原野公園内 延寿亭

11 月 14 日（木）
9 時 ～ 12 時
13 時 ～ 16 時

講義

11 月 15 日（金） 実技
閉講式

　市では、新婚世帯に住居費または引っ越し費用
の一部を補助し、新婚生活を支援します。

▽対象者の主な要件
・平成 31 年 4 月１日～令和 2 年 3 月 31 日までの間

に婚姻した夫婦
・婚姻日時点の年齢が夫婦とも 34 歳以下であること
・平成 30 年中の夫婦の合計所得金額が 340 万円

未満であること（年収に換算すると、約530万円程度）
・住居が安芸市内にあり、夫婦とも居住していること
・安芸市税および高知県税の滞納がないこと

▽補助金額
1 世帯あたり上限 24 万円

▽補助申請期限
令和 2 年 3 月 31 日（火）

▽補助対象経費
　平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日までに
要した下記の費用
・結婚を機に新たに物件を購入または賃借する際に

要した費用（物件の購入費、賃料、敷金、礼金など）
・引っ越し業者または運送業者への支払い費用

レンタカーなどを借りて自ら引っ越した場合や、
友人などに手伝ってもらい引っ越した場合の経
費は対象外

　シルバー人材センターの会員や地域の高齢者を対象に下記の日程で技能講習会を実施します。ご希望の人
はシルバー人材センターまでお申し込みください。

高齢者活躍人材確保育成事業　技能講習会
■問・申込　一般社団法人安芸市シルバー人材センター☎35・3603

新婚世帯の新生活を応援します！
■問　企画調整課企画係☎35・1012

18広報あき 令和元年 11月



　

部　門 講　師 ( 審査員 ) と　き

洋画 宮地 俊一郎 11 月 2 日（土）13 時～

写真 徳久 茂・反田 浩昭 11 月 2 日（土）14 時～

工芸彫塑 北村 文和 11 月 3 日（日）13 時 30 分～

日本画 荒木 陽一 11 月 3 日（日）14 時 30 分～

書道 大野 祥雲 11 月 3 日（日）15 時～

皆さんのご来場をお待ちしています。
▽ところ
　安芸市体育館
▽前夜祭（入場無料）
　11 月 1 日（金） 18 時～ 19 時 30 分
▽一般作品展示
　11 月 2 日（土） ～ 10 日（日） 9 時 ～ 19 時
　（最終日は、16 時に終了）
▽小中作品展示
　11月 13日（水） ～ 11月 21日（木） 9 時 ～ 19 時
▽入場料
　【一般作品展示】一般 200 円、高校生以下無料
　【小中作品展示】一般 100 円、高校生以下無料

　住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
が 11 月 5 日施行され、住民票や印鑑証明書、マイ
ナンバーカードなどへ旧姓（旧氏）が併記できるよう
になります。ただし、記載できる旧氏は 1 人に 1 つ
だけです。
　旧氏併記を希望する人は、市民課市民係で請求
手続きをお願いします。

▽作品講評会
　下記の日程により、各審査員をお招きして開催し
ますので、皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご来場
ください。

▽持ってくるもの
・併記を希望する旧姓（旧氏）から現在の氏が記載

されている戸籍に至る全ての戸籍謄本など
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類（免許証、保険証など）

第65回安芸市美術展覧会

住民票や印鑑証明書、マイナンバーカードなど
に旧姓（旧氏）が併記できます！

■問　生涯学習課☎35・1020

■問　市民課市民係☎35・1001

11 月 5 日から

　本市では、「自分らしい人生の最期を選択できる
まちに」を目指し、これまで寸劇を交えた看取りフォー
ラムを開催してきました。
　今回は、訪問診療を中心に地域のかかりつけ医と
して熱心に取り組んでいる南大揮先生をお招きし、
講演会を開催します。皆さんお誘い合わせのうえ、
ぜひお越しください。
▽と　き　12 月 11 日（水）19 時～ 21 時
▽ところ　総合社会福祉センター 3 階大会議室
▽申込期限　12 月 6 日（金）
▽参加費　無料

【基調講演】
▽テーマ
　「住み慣れた場所での看取り」
▽講　師
　南 大揮 先生（みなみ在宅クリニック院長）

【本市の看取りの現状報告】
▽講　師
　的場 俊 先生（県立あき総合病院総合診療内科部長）
　尾木 さおり 先生（尾木医院院長）
＊詳しくは 12 月広報の折り込みチラシをご覧ください。

第6回看取りフォーラムinあき
■問・申込　地域包括支援センター☎32・0555　635・1555
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四国銀行市役所派出所の取り扱い時間の変更について
■問　会計課☎ 35・1008

　令和 2 年 1 月から、四国銀行安芸支店市役所派
出所（西庁舎１階）の取り扱い時間が、次のとおり変
更になります。

　取り扱い時間後は、市からの現金支払い（還付
金など）はできませんが、市への納付（税金など）
は、各担当課の窓口で取り扱いますので、ご利用く
ださい。
＊還付金などのお受け取りは、口座振替もご利用できます。ご希

望される人は、市から送付された還付等通知書記載の担当課
へお問い合わせください。

【1 月からの取扱時間】
9 時～ 15 時まで（12 時～ 13 時 昼休み）
＊現在の 15 時 30 分から 30 分繰り上がります。

忘れちゃいけない自賠責  自賠責保険・自賠責共済のご案内
■問　国土交通省四国運輸局高知運輸支局輸送・監査部門☎088・866・7311

　自賠責保険・共済はすべてのクルマ・バイク１台
ごとに加入が義務付けられており、加害者の賠償責
任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保障
する制度であり、被害者の救済を目的としています。

▽自賠責保険・共済未加入での運行は法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の
基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保
障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動

車に加入が義務付けられており、自賠責保険・共済
なしで運行することは法令違反ですのでご注意くだ
さい！
　四輪車ももちろんですが、特に車検制度のない
250cc 以下のバイク（原動機付自転車・軽二輪自
動車）は、有効期限切れやかけ忘れにご注意を！
　なお、自賠責制度の詳しい内容は、http://www.
jibai.jp でご覧になれます。

後期高齢者医療保険料の還付について

ゆず採り体験in入河内

■問　市民課国保年金係☎35・1002

■問・申込　東川公民館☎32・3031（9時～12時）　農林課☎35・1016

　後期高齢者医療保険料は所得更正、転出、死亡
などにともない還付が発生する場合があります。
　対象となる人には毎月通知文書を送付していま
す。本市に口座登録のない人は現金還付となります
ので、通知文書が届きましたら、次のものをお持ち
のうえ、安芸市会計課か市民課国保年金係へお越

　秋も深まる今日このごろ。山里の自然の中でゆず
の収穫や、ゆず絞り体験などをしてみませんか？

▽持ち物
・印かん（認印可）
・身分確認できるもの（免許証、被保険者証など）
・通知文

▽申込締切　11 月 15 日（金）
▽募集人員　先着 40 人程度（要申込）
▽日　程
　 9：30　受付開始
　10：00　ゆずとり開始
　12：00　昼食
　13：00　ゆず絞り、ゆず蒸しパン作りなど
　15：00　参加者交流会（15時 30分終了予定）

▽と　き　11 月 23 日（土・祝) ＊雨天中止

▽ところ　入河内　中川柚子園
　　　　　（旧東川小学校の校門前）
▽集合場所　東川小学校
▽参加費　大人 2,500 円
　　　　　小学生以下500円（昼食代・保険料含む）

しください。詳しい内容は届きました通知文書をご
覧ください。
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分類 具体的な例 注意すること

紙箱類

 お菓子の外箱・レトルト食品
の外箱・薬の箱・靴の箱、お酒
の箱・化粧箱・ティッシュペー
パーの空箱・厚紙・ビールマ
ルチパック（6缶入り）

取り口の
ビニールを

はずす

包装紙類 包装紙、模造紙、紙袋

セロテープ・
シールをはがす

紙製でない
持ち手ははずす

封筒類 古封筒・はがき
ダイレクトメール

フィルム窓をはずす
＊住所・氏名などの個人
　情報を含むものは
　ご注意ください。

台紙類
 Yシャツの台紙・下着や靴
下の台紙・パックのプリンや
ヨーグルトの台紙

資源ごみ収集日一覧表
11月の資源ごみ収集日

「缶・紙・布・ペットボトル」の日 「ビン・有害ごみ」の日
缶・スプレー缶・紙（新聞とチラシ・雑誌・ダンボール・
紙パック・雑がみ）・古着・ペットボトル

ビン・乾電池・蛍光灯・電球・
体温計・温度計・ライター

久世町・庄之芝町・染井町・桜ヶ丘町・
幸町・宝永町・黒鳥・植野・井ノ口・栃ノ木 毎週月曜（4日・11日・18日・25日） 毎月第１・３水曜（6日・20日）
本町1～5丁目・土居・僧津・伊尾木・下山 毎週火曜（5日・12日・19日・26日）

毎月第２・４水曜（13日・27日）花園町・東浜・矢ノ丸1～4丁目・港町1～
2丁目・内原野・花・川北・江川・小松原 毎週木曜（7日・14日・21日・28日）
日ノ出町・寿町・清和町・千歳町・
津久茂町・馬ノ丁・赤野・穴内 毎週金曜（1日・8日・15日・22日・29日） 毎月第１・３水曜（6日・20日）
畑山・尾川

毎週水曜（6日・13日・20日・27日）東川　八ノ谷・丸石・黒瀬・大井・古井・
　　　別役・入河内・奈比賀・長山
中郷 毎月第３水曜（20日）

■問　平日：環境課☎35・1023　　土・祝日：最終処分場☎34・1353

一般廃棄物最終処分場（安芸市リサイクルプラザ）は日曜日以外受け入れしています。
受け入れ時間 月～金曜日は 8 時 30 分～ 16 時 30 分　　土曜日は 8 時 30 分～ 12 時　13 時～ 16 時 30 分

（ ）

雑がみは分別してリサイクルしましょう
■問　環境課☎35・1023

　安芸市では、紙製容器包装識別マーク（　　）が表
示されている紙箱など、下に示す紙類を雑がみとし
て収集し、リサイクルしています。

雑がみにならない紙は ･･･ 一般ごみに出してください。
×汚れた紙（使用済みティッシュ・クリームのついたケーキの箱など）

×強いにおいのついた箱（洗剤・線香・入浴剤の箱など）

×防水加工がしてある紙（紙コップ・アイスの紙カップなど）

×写真・写真印刷用のプリント用紙
×感熱紙・カーボン紙・油紙

まぜればごみ 分ければ資源
　雑がみの多くは、一般ごみに混じって出されてい
ます。ご家庭でよく使うティッシュペーパーの空箱
は、取り口のビニールを外すだけで資源に生まれ変
わります。ごみ処理費用を抑え、限りある資源の有
効活用できるよう雑がみの分別により一層のご協力
をお願いします。

雑がみの保管と出し方
　不要になった雑がみは、その都度分別し、つぶす
か解体して、コンテナや紙袋などにためておきましょ
う。いっぱいになったら、ひもでくくるか、飛ばな
いよう紙袋に入れるなどして、「缶・紙・布・ペット
ボトルの日」に資源ごみとして出してください。

「紙・布」を雨の日には
出さないでください！

■問　環境課☎35・1023

　日ごろより、ごみの分別にご協力いただきありがと
うございます。
　本市では、資源ごみとして「缶・ペットボトル・紙・
布」を週に一度収集しています。
　しかし、「紙・布」は、せっかく分別し出していただ
いても、水に濡れカビや泥などで汚れるとリサイクル
できなくなり、一般ごみとして処分することになりま
すので、雨の日や地面が濡れている日に「紙・布」を
出すことは、ご遠慮ください（集積場所によっては、屋
根がある所もありますが、収集運搬の際に濡れてしま
うため同様です）。
　今年度 4 月～ 8 月までの間に、水に濡れ汚れたため
リサイクルできず、一般ごみとして処分せざるをえな
くなった「紙・布」は 3,460㎏もありました。
　雨が続く時期は、ご不便をおかけしますが、限りあ
る資源を有効活用していくためにも、ご協力をよろし
くお願いします。
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催
　
し

お
知
ら
せ

女
性
の
家 

11
月
の
常
掲
展

「
押
し
花
作
品
展
」

「
ほ
っ
と
会
」に
参
加
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

障
碍が
い

者
に
優
し
い

住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に

講
演
会
＆
家
族
S
S
T

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）の
実
践

い
っ
ぽ
い
っ
ぽ

安
芸
市
戦
没
者
追
悼
式

高
知
県
中
小
企
業
耐
震

診
断
等
支
援
事
業
費

補
助
金
の
ご
案
内

法
人
市
民
税
の
税
率
が

変
わ
り
ま
す

人
権
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン

参
加
チ
ー
ム
募
集

　

今
月
の
常
掲
は
、「
松
本
貴
志
子
：

は
じ
め
て
押
し
花
展
」（
花
と
遊
ぼ

う
会
）で
す
。花
、盛
々
元
気
作
品
展

で
す
。ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
と　

き

　

11
月
1
日（
金
） 

　

～ 

12
月
18
日（
水
）

　

＊
日
曜
・
祝
日
は
休
館

　
（
都
合
に
よ
り
休
館
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）

▽
と
こ
ろ　
女
性
の
家
1
階
ロ
ビ
ー

■
問　

　

女
性
の
家
☎
34
・
3
5
1
4

　

私
た
ち
は
、発
達
障
が
い
や
精
神

　

人
権
尊
重
の
輪
を
広
め
、健
康
増

進
を
目
指
し
た
「
人
権
フ
ル
マ
ラ
ソ

ン
」を
12
月
21
日（
土
）に
開
催
し
ま

す
。友
達
同
士
、職
場
の
仲
間
な
ど
と

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

1
周
4
0
0
ｍ
の
ト
ラ
ッ
ク
を

タ
ス
キ
リ
レ
ー
で
4
2.
1
9
5
㎞

（
1
0
5
周
）走
り
ま
す
。1
チ
ー
ム

3
人
以
上
で
ど
な
た
で
も
参
加
で
き

ま
す
。ハ
ー
フ
の
部（
22
㎞
・
55
周
）

で
の
参
加
も
歓
迎
し
ま
す
。

＊
小
学
生
以
下
の
み
の
チ
ー
ム
は
ハ
ー

フ
の
部（
22
㎞
・
55
周
）に
な
り
ま
す
。

▽
と　

き　

　

12
月
21
日（
土
）
8
時
～
受
付

▽
と
こ
ろ　

　

市
営
球
場 

補
助
グ
ラ
ウ
ン
ド

▽
申
込
締
切　

12
月
13
日（
金
）

■
問
・
申
込

　

市
民
館
☎
35
・
5
3
3
0

　

障
碍
者
の
家
族
会
の
団
体
か
ら

講
演
会
の
お
知
ら
せ
で
す
。高
森
信

子
先
生
の
ご
講
演
と
S
S
T
（
生

活
技
能
訓
練
・
社
会
生
活
の
中
で
う

ま
く
人
と
関
わ
り
、よ
り
よ
い
人
間

関
係
を
つ
く
る
技
能
を
身
に
つ
け

る
こ
と
）の
実
践
も
ご
指
導
く
だ
さ

い
ま
す
。障
碍
者
の
人
、ご
家
族
の

人
、支
援
者
の
人
、ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
！

▽
と　

き　

11
月
19
日（
火
）

　

10
時
～
16
時（
午
前
：
講
演
会
、

午
後
：
家
族
S
S
T
の
実
践
）

　

発
達
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
を

持
つ
親
の
集
ま
り
で
す
。家
族
が
子

ど
も
の
障
が
い
や
特
性
を
理
解
す

る
と
、す
ご
く
子
育
て
が
楽
に
な
る

と
思
っ
て
、活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

お
茶
を
し
な
が
ら
、何
気
な
い
日

ご
ろ
の
子
ど
も
の
様
子
を
ワ
イ
ワ

イ
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

　

日
ご
ろ
、子
ど
も
の
こ
と
で
い
ろ

い
ろ
と
考
え
て
い
る
皆
さ
ん
、お
話

し
に
き
ま
せ
ん
か
。

▽
と　

き　

11
月
18
日（
月
）

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▽
と
こ
ろ

　

健
康
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
「
元
気
館
」 

和
室

■
問

　

健
康
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
「
元
気
館
」

　

☎
32
・
0
3
0
0

　

6
32
・
0
3
0
1

　

先
の
大
戦
に
お
い
て
亡
く
な
ら

れ
た
戦
没
者
の
方
々
に
追
悼
の
意

を
捧
げ
る
と
と
も
に
、戦
争
の
悲

惨
さ
と
平
和
の
尊
さ
を
風
化
さ
せ

る
こ
と
な
く
次
世
代
に
語
り
継

ぎ
、世
界
中
の
平
和
を
祈
念
す
る

た
め
、安
芸
市
戦
没
者
追
悼
式
を

行
い
ま
す
。ご
遺
族
を
は
じ
め
多

　

高
知
県
で
は
、南
海
ト
ラ
フ
地
震

対
策
と
し
て
、従
業
員
の
命
を
守
る

と
と
も
に
地
震
発
生
後
の
早
期
復

旧
に
つ
な
げ
る
た
め
、県
内
中
小
企

業
者
が
行
う
耐
震
診
断
や
耐
震
設

計
な
ど
に
要
す
る
費
用
を
一
部
助

成
す
る
補
助
制
度
を
設
け
て
い
ま

す
の
で
、ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
者

県
内
で
製
造
業
を
営
む
中
小
企

業
者
で
あ
っ
て
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
策

定
し
て
い
る
人

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
法

人
市
民
税
法
人
税
割
の
税
率
を
引

き
下
げ
ま
す
。

▽
適
用
事
業
年
度

令
和
元
年
10
月
1
日
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度

▽
法
人
税
割
税
率

　

1
2.
1
％
→
8.
4
％

＊
中
間
申
告
の
特
例
：
10
月
1
日
以
後

に
開
始
す
る
最
初
の
事
業
年
度
の
予

定
申
告
額
に
つ
い
て
、
法
人
税
割
額

は「
前
年
度
の
法
人
税
割
額
×
3.
7

÷
前
事
業
年
度
の
月
数
」
と
し
ま
す
。

■
問　

税
務
課
市
民
税
係

　

☎
35
・
1
0
0
5　

数
の
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
参
列
を

お
願
い
し
ま
す（
平
服
で
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
）。

▽
と　

き

　

11
月
10
日（
日
）

　

13
時
30
分
～（
13
時
～
受
付
）

▽
と
こ
ろ　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

■
問

　

市
民
課
市
民
係

　

☎
35
・
1
0
0
1

疾
患
の
家
族
が
い
る
人
の
集
ま
り
で

す
。み
ん
な
で
お
茶
し
な
が
ら
、日
ご

ろ
不
安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
や
悩

ん
で
い
る
こ
と
を
一
緒
に
話
し
て
、

「
ほ
っ
と
」し
て
み
ま
せ
ん
か
？
お
待

ち
し
て
い
ま
す
！

＊
11
月
・
12
月
は
お
休
み
で
す
。

▽
と　

き

　

令
和
2
年
1
月
21
日（
火
）

　

毎
月
第
3
火
曜
日

　

18
時
30
分
～
20
時

▽
と
こ
ろ

　

総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

ふ
れ
あ
い
研
修
室

▽
参
加
費

　

1
0
0
円（
お
茶
菓
子
代
）

■
問

　

福
祉
事
務
所
障
害
ふ
く
し
係

　

☎
35
・
1
0
0
9

　

6
35
・
1
0
2
8

▽
と
こ
ろ

　

こ
う
ち
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
・

　

ソ
ー
レ
3
階　

大
会
議
室

　
（
高
知
市
旭
町
3
丁
目
1
1
5
）

▽
講　

師　

高
森 

信
子 

氏

　
（
Ｓ
Ｓ
Ｔ
リ
ー
ダ
ー
）

▽
参
加
費　

5
0
0
円（
障
害
者

手
帳
を
お
持
ち
の
人
は
無
料
）

▽
主　

催　

高
知
県
精
神
障
害
者

家
族
会
連
合
会
、
高
知
は
っ
さ
く

の
会
、
い
の
町
ま
ご
こ
ろ
会

■
問　

　

高
知
県
精
神
障
害
者

　

家
族
会
連
合
会　

横
田
会
長

　

☎
0
9
0
・
8
9
7
3
・
3
9
3
7

→　市役所代表 635・4445 までお問い合わせください。 22広報あき 令和元年 11月



募
　
集

「
S
マ
ー
ク（
標
準
営
業
約
款

制
度
）」を
ご
存
知
で
す
か
！

最
低
賃
金
改
正
の
お
知
ら
せ

D
V
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す

令
和
2
年
度 

高
知
県
立

林
業
大
学
校
研
修
生
募
集

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

（
日
本
政
策
金
融
公
庫
）の
ご
案
内

「
介
護
職
員
初
任
者
研
修
科

（
短
期
）5
」

受
講
生
募
集
の
お
知
ら
せ

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

　

厚
生
労
働
大
臣
の
認
め
た
ル
ー

ル
に
従
っ
て
、お
客
さ
ん
に
安
心
・

安
全
・
清
潔
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
て
い
る
お
店
を
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。

　

高
知
県
で
は
、「
理
容
」「
美
容
」

「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」の
3
業
種
で
こ

の
制
度
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　

毎
年
11
月
を
「
標
準
営
業
約
款

普
及
登
録
推
進
月
間
」と
し
て
、消

費
者
の
皆
さ
ん
に
「
S
マ
ー
ク
」

を
知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

営
業
者
の
人
に
は
登
録
を
呼
び
か

　

高
知
労
働
局
で
は
、県
内
す
べ

て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
「
高

知
県
最
低
賃
金
」を
改
正
し
、10
月

5
日
か
ら
施
行
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
決
定
に
よ
り
、10
月
5
日

以
降
分
と
し
て
労
働
者
に
支
払
う

賃
金
は
、1
時
間
7
9
0
円
以
上

と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
問

　

高
知
労
働
局
賃
金
室

　

☎
0
8
8
・
8
8
5
・
6
0
2
4

　

安
芸
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
35
・
2
1
2
8

　

家
庭
内（
夫
婦
間
、親
子
間
の
暴

力
）お
よ
び
恋
愛
関
係
の
当
事
者
間

に
お
け
る
暴
力
な
ど
に
つ
い
て
、専

門
の
相
談
員
に
よ
る
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す
。ま
ず
は
電
話
で

相
談
を
！

　

高
知
県
立
林
業
大
学
校
の
教
育

理
念
や
特
色
を
理
解
し
、林
業
、木

材
産
業
、木
造
建
築
の
各
分
野
で
生

涯
に
わ
た
っ
て
活
躍
で
き
る
人
材

を
日
本
全
国
か
ら
受
け
入
れ
ま
す
。

▽
一
般
選
考
：
募
集
人
数

○
基
礎
課
程
：
10
人
程
度

○
専
攻
課
程

　
・
森
林
管
理
コ
ー
ス
：
5
人
程
度

　
・
林
業
技
術
コ
ー
ス
：
5
人
程
度

　
・
木
造
設
計
コ
ー
ス
：
7
人
程
度

▽
募
集
期
間　

　

11
月
18
日（
月
）ま
で

▽
募
集
案
内
配
布
場
所

　

林
業
大
学
校
H
P
な
ど

▽
受
験
資
格

　

令
和
2
年
4
月
1
日
時
点
で

　

18
歳
以
上
の
人　

な
ど

▽
研
修
期
間　

1
年
間

▽
研
修
料　

1
1
8,
8
0
0
円

　
　
　
　
　

／
年
額（
税
抜
）

■
問
・
申
込

　

高
知
県
立
林
業
大
学
校

　

☎
0
8
8
7
・
52
・
0
7
8
4

　

高
校
、大
学
な
ど
へ
の
入
学
時
・

在
学
中
に
か
か
る
費
用
を
対
象
に

し
た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。お
子

さ
ん
1
人
に
つ
き
3
5
0
万
円
以

内
を
固
定
金
利（
年
1.
7
1
％（
令

和
元
年
9
月
2
日
現
在
））で
利
用

で
き
、在
学
期
間
内
は
利
息
の
み
の

ご
返
済
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

で
検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、左
記
の

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問 

　

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
0
5
7
0・0
0
8
6
5
6

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

ま
た
は

　

☎
03
・
5
3
2
1
・
8
6
5
6

　

福
祉
業
界
で
即
戦
力
と
し
て
活

躍
で
き
る
人
材
を
目
指
し
、介
護
従

事
者
と
し
て
の
基
礎
知
識
を
学
び

ま
す
。

▽
募
集
期
間

　

11
月
26
日（
火
）

　

～
12
月
17
日（
火
）

▽
訓
練
期
間

　

令
和
2
年
1
月
21
日（
火
）

　

～
3
月
19
日（
木
）

　

高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
，女
性
の

人
権
問
題
解
消
に
向
け
、電
話
相
談

の
強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す
。相
談

は
無
料
，秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

▽
と　

き

　

11
月
18
日（
月
）～
24
日（
日
）

▽
電
話
番
号

　

0
5
7
0（
0
7
0
）8
1
0

　
（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

▽
取
り
扱
い
内
容

　

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
、セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス

▽
対
象
事
業

　

①
耐
震
診
断

　

②
耐
震
設
計（
建
替
設
計
を
含
む
）

▽
対
象
建
築
物

事
務
所
・
工
場
な
ど
で
昭
和
56

年
5
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ

た
建
築
物
で
あ
る
こ
と

▽
補
助
率
／
補
助
限
度
額

①
耐
震
診
断
：
2
/
3
以
内

　

／
1
3
3.
3
万
円

②
耐
震
設
計
：
2
/
3
以
内

　

／
2
0
0
万
円

▽
補
助
要
件

　

耐
震
診
断
お
よ
び
耐
震
設
計

の
内
容
に
関
し
、
四
国
耐
震
診

断
評
定
委
員
会
な
ど
の
評
定
を

受
け
、
適
切
と
評
価
を
受
け
る

こ
と
な
ど

■
問

　

高
知
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

　

事
業
推
進
担
当

　

☎
0
8
8
・
8
2
3
・
9
6
9
2

メ
ン
ト
、ス
ト
ー
カ
ー
、離
婚
問

題
、暮
ら
し
の
悩
み
ご
と
な
ど
女

性
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

■
問

　

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
0
8
8
・
8
2
2
・
3
5
0
3

け
て
い
ま
す
。

　

お
近
く
の
店
先
を
探
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

■
問

　
（
公
財
）高
知
県
生
活
衛
生
営
業

　

指
導
セ
ン
タ
ー

　

☎
0
8
8
・
8
5
5
・
5
1
0
0

＊
相
談
員
は
こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
の
支
援
員
で
す
。

＊
電
話
で
の
相
談
時
に
は
住
所
、氏
名
は

言
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん（
通
話
料
は

自
己
負
担
で
す
）。

＊
来
所
に
よ
る
相
談
も
可
能
で
す
。

▽
と　

き

　

毎
月
第
2
、
第
4
金
曜
日
11
月

は
8
日
・
22
日　

10
時
～
15
時

▽
と
こ
ろ

　

総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

1
階 

相
談
室

▽
対
象
者　

市
内
在
住
の
人

■
問

　

☎
0
8
0・
3
1
6
7
・
2
9
1
8

　
（
第
2
・
第
4
金
曜
日
以
外
の
平

日
8
時
30
分
～
17
時
15
分
は
福
祉

事
務
所
障
害
ふ
く
し
係
で
対
応
し

ま
す
）

　

☎
35
・
1
0
0
9

　

6
35
・
1
0
2
8

▽
と
こ
ろ

　

ニ
チ
イ
学
館　

安
芸
教
室

　
（
本
町
二
丁
目
五
―
一
一
）

▽
受
講
料　

無
料

＊
テ
キ
ス
ト
代
の
み
自
己
負
担
あ
り

■
問
・
申
込

　

安
芸
公
共
職
業
安
定
所

　
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
安
芸
）

　

☎
34
・
2
1
1
1

本文にFAX番号の記載がない場合のお問い合わせは　→23 広報あき 令和元年 11月



11月の
 日 月 火 水 木 金 土

5
12
19
26

6
13
20
27

3
10
17
24

4
11
18
25

7
14
21
28

１
8
15
22
29

２
9
16
23
30

 
 
 
 

休
館
日

×印は休館日  ○印はおはなし会

○

▲徳利と木杯

安芸市民図書館☎ 35・5638

●江國 香織 著

（小学館）

　今月は、人気小説家の 1 人、江國香織の
旅についてのエッセイ集を紹介します。
　その文章は、どこか懐かしく、旅行先の
土地の空気を感じさせてくれます。
　秋の夜長のお供に手に取ってみませんか？

「旅ドロップ」

＝ 11 月の新刊案内＝
[ 児童書 ]
▽ミノオカ・リョウスケ「まんまるダイズみそづくり」　▽中川ひろたか「いき」
▽はらぺこめがね「あなあなはてな」　▽とよたかずひこ「なにたべているのかな？」
▽ヘレン・ピータース「子ガモのボタン」ほか

[ 一般書 ]
▽森秋子「使い果たす習慣」　▽橋尾歌子「それいけ避難小屋」
▽乾緑郎「ツキノネ」　▽寺地はるな「夜が暗いとはかぎらない」
▽泉ゆたか「お江戸けもの医毛玉堂」ほか

【開館時間】
平日→ 9 時 30 分～ 19 時まで
土日→ 9 時 30 分～ 17 時まで

【童（わらし）っ子】
おかもとあつしさんによる
紙芝居のお話会
▽と　き　11月 2日（土） 14 時～

　安藝國虎には 3 人の子どもがいましたが、長宗我
部元親との戦いに敗れたため、ばらばらになってし
まいました。長男の千寿丸（せんじゅまる）は徳島県
の板野町へ。次男の家友もいったんは徳島へ逃れま
すが、その後、現在のいの町成山で過ごします。そ
こで長宗我部元親の妹、養甫尼（ようほに）とともに、
愛媛から来た新之丞（しんのじょう）から紙すきの技
術を学び、「七色紙」を完成させます。
　慶長 6 年（1601）、藩主山内一豊に七色紙を献
上し、山内家はこれを徳川家康に献上したところ、
家康は非常に喜んだといわれています。その褒美に、
一豊から家友に贈られたのが写真の徳利と木杯で
す。口伝では、一豊が江戸から帰った時、家友を呼
んで酒をとらせ、酒器を与えたといわれています。
　今回の企画展では、この徳利と木杯を七色紙とと
もに展示していますので、ぜひご覧ください。

【人形劇「國虎物語」】
　北海道で活動している「ももたろうプロジェクト」
の皆さんによる人形劇で、前日の 3 日（日）浄貞寺で
も 11 時 30 分から行われます。子どもから大人まで
安藝國虎のことがよくわかる内容ですので、ぜひおい
でください。
▽と　き　11 月 4 日（月・休）
　　　　　10 時 ～
▽ところ　五藤家安芸屋敷

▽ところ　歴史民俗資料館

安藝家友所持　木杯と徳利
■問　歴史民俗資料館☎34・3706

参加費

無料

関連イベント開催

→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課 ☎35・1000 24広報あき 令和元年 11月



総人口   　17,168人

8,180人男

8,988人女

（前月比：24人減）

（　〃　：11人減）

（　〃　：13人減）

世帯数 8,299

6,683人
1,477人
2,870人
241人
1,933人
1,966人
182人
697人
1,119人

安芸町
伊尾木
川　北
東　川
土　居
井ノ口
畑　山
穴　内
赤　野

（地区別人口）

【令和元年9月末日現在】（外国人含む）

人 口 統 計

一般廃棄物最終処分場放流水水質検査

pH

５．８～８．６

５．８～８．６

8.0

処分場独自排水目標

法排水基準

9月  4日

SS
mg/ℓ

２０以下

１５０以下

1．0未満

COD
mg/ℓ

２０以下

１２０以下

1.4

BOD
mg/ℓ

１０以下

１２０以下

０．５未満

大腸菌群数
個/㎖

３，０００以下

３，０００以下

３０未満

採取試験日

安芸市・芸西村火災救急出動状況

火

災

救

急

9　月　分 累　　　計
安芸市芸西村 計 安芸市芸西村 計

0
0
0
0
51
5
15
10

81

0
0
0
0
14

7

21

0
0
0
0
65
5
15
17
0

102

2
0
3
5

477
47
151
146
17
838

0
0
1
1

134
4
25
42
4

209

2
0
4
6

611
51
176
188
21

1047

種 　 別

建 物
林 野
そ の 他
　 計 　
急 病
交通事故
一般負傷
転 院
そ の 他
　 計 　

▽と　き　11 月 20 日（水）　10 時 ～ 15 時
　　　　　（12 時から 13 時まで昼休み）
▽ところ　総合社会福祉センター
■問　総務課☎ 35・1000

▽と　き　11 月 7 日（木）　10 時 ～ 15 時
　　　　　（12 時から 13 時まで昼休み）
▽ところ　総合社会福祉センター
■問　法務局安芸支局☎ 35・2272

▽と　き　11 月 7 日（木）　10 時 ～ 14 時 30 分
　　　　　（12 時から 13 時まで昼休み）
▽ところ　総合社会福祉センター 2 階　中会議室
＊事前予約制です

■問　南国年金事務所☎ 088・864・1111

▽と　き　11 月 18 日（月）　13 時 30 分 ～ 15 時 30 分
▽ところ　安芸ひまわり基金法律事務所
　　　　　（商工会議所 2 階）
＊相談無料　1 人 30 分で予約制
＊借金などでお困りの人については、随時無料で
　受け付けしています。
＊法テラスの制度も使えます。
■問　安芸ひまわり基金法律事務所☎ 35・8200

行 政相談

人 権相談

年 金相談

法 律相談

相 談

9 月  市長の活動　この公務記録には、庁内での打合せ、ご面会等は掲載していません。

9
月
1
日（
日
）

・
安
芸
市
総
合
防
災
訓
練

・
第
62
回
金
婚
夫
婦
祝
福
式
典
に
出
席

9
月
3
日（
火
）

（
在
庁
）

9
月
4
日（
水
）

・
庁
議

・
定
例
記
者
会
見

・
災
害
査
定
官
来
訪

・
課
長
会

9
月
5
日（
木
）

・
第
50
回
早
起
き
ソ
フ
ト
閉
会
式

・
安
芸
地
域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
に
出
席

・
県
木
材
協
会
会
長
ほ
か
と
の
懇
談

9
月
6
日（
金
）

・
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
ウ
エ
ス
タ
ン
リ
ー

グ
出
迎
え（
高
知
龍
馬
空
港
）

9
月
7
日（
土
）

・
敬
老
会（
伊
尾
木
地
区
）に
出
席

・
ウ
エ
ス
タ
ン
リ
ー
グ
公
式
戦（
阪
神

Ｖ
Ｓ
広
島
）

9
月
9
日（
月
）

（
在
庁
）

9
月
10
日（
火
）

・
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
球
団
表
敬
訪
問

（
兵
庫
県
）

9
月
11
日（
水
）

・
玄
遠
社
書
展
に
出
席（
大
阪
）

・
四
国
８
の
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
・

利
用
促
進
を
考
え
る
会
要
望
活
動
に

出
席（
東
京
）

9
月
12
日（
木
）

・（
公
社
）日
本
道
路
協
会
訪
問（
東
京
）

9
月
13
日（
金
）

・
県
健
康
政
策
部
長
と
の
協
議（
高
知
市
）

・
県
防
災
砂
防
協
会
平
成
30
年
度
決
算

監
査（
高
知
市
）

9
月
14
日（
土
）

・
敬
老
会（
東
川
地
区
、
井
ノ
口
地
区
）

に
出
席

・
清
水
ケ
丘
中
学
校
体
育
大
会
に
出
席

・
有
澤
光
喜
氏
叙
勲
祝
賀
会
に
出
席

9
月
15
日（
日
）

・
敬
老
会（
下
山
地
区
、
内
原
野
団
地
）

に
出
席

・
市
立
安
芸
中
学
校
体
育
祭
に
出
席

9
月
16
日（
月
）

・
敬
老
会（
川
北
地
区
、
土
居
地
区
）に

出
席

9
月
17
日（
火
）

・
人
事
異
動
辞
令
交
付

9
月
18
日（
水
）

・
９
月
市
議
会
定
例
会（
開
会
）

9
月
19
日（
木
）

・
臨
時
課
長
会

・
四
国
銀
行
㈱
安
芸
支
店
長
ほ
か
と
の

懇
談

・
三
菱
金
曜
会
事
務
局
来
訪

・
安
芸
漁
業
協
同
組
合
長
ほ
か
と
の
協
議

9
月
20
日（
金
）

・
交
通
安
全
功
労
者
表
彰
式

・
市
議
会
定
例
会（
質
疑
）

9
月
21
日（
土
）

・
運
動
会（
井
ノ
口
小
学
校
）に
出
席

・
敬
老
会（
栃
ノ
木
地
区
）に
出
席

9
月
24
日（
火
）

・
県
交
通
安
全
啓
発
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊

メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
式
に
出
席

9
月
25
日（
水
）

・
突
風
に
よ
る
被
害
状
況
現
地
確
認

（
伊
尾
木
、
川
北
）

・
敬
老
会（
畑
山
地
区
）に
出
席

・
㈱
ミ
ツ
カ
ン
と
の
懇
談

9
月
26
日（
木
）

・
栃
煌
山
関
と
の
懇
談

　
栃
煌
山
関
激
励
会
に
出
席 

9
月
27
日（
金
）

教
育
委
員
辞
令
交
付

9
月
28
日（
土
）

N
H
K
ラ
ジ
オ
第
１
「
真
打
ち
競
演
」

公
開
収
録
に
出
席

9
月
30
日（
月
）

市
議
会
定
例
会（
一
般
質
問
）

「広報あき」では有料広告を募集しています。　→25 広報あき 令和元年 11月
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日 曜 11月の主な行事 時　間 場　所

〃 〃 ①14：00～
②18：30～映画「あの日のオルガン」上映会 市民会館

30 土 9：30～17：00
（12/1は16：00まで）第17回童謡の里あき芸術展（～12/1） 市体育館

18：00～19：30金1 第65回市展 前夜祭 市体育館

9：00～19：00土2 第65回市展 一般作品展示（～10日） 市体育館

10：00～月・休4 人形劇「國虎物語」 五藤家安芸屋敷

13：30～日10 安芸市戦没者追悼式 市民会館

9：00～19：00水13 第65回市展 小中作品展示（～21日） 市体育館

9：30～15：30土・祝23 ゆず採り体験 東川小学校周辺ほか
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半
世
紀
と
い
う
長
い
時
を
刻
ん
だ
安

芸
市
早
起
き
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
。
参

加
チ
ー
ム
の
減
少
な
ど
に
よ
り
第
50
回

大
会
を
節
目
に
幕
を
下
ろ
す
こ
と
に

な
り
、
と
て
も
名
残
惜
し
く
思
い
ま
す
。

　

私
は
6
年
前
か
ら
早
起
き
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
大
会
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
が
、
大
会

を
通
し
て
チ
ー
ム
メ
イ
ト
や
他
チ
ー
ム
の
方
な
ど
多
く
の
方
と

交
流
を
持
て
た
こ
と
や
、
試
合
を
通
じ
て
様
々
な
場
面
を
体
験

で
き
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
も
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
第
48
回
大
会
の
と
き
に
は
、
私
が
所
属
す
る
チ
ー
ム

と
し
て
は
お
そ
ら
く
初
め
て
と
な
る
1
部
リ
ー
グ
優
勝
を
経

験
し
、
チ
ー
ム
メ
イ
ト
と
優
勝
の
喜
び
を
分
か
ち
合
っ
た
の
は

今
で
は
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
で
す
。

　

こ
の
50
年
と
い
う
長
い
月
日
の
中
で
、
参
加
者
た
ち
に
よ

る
多
く
の
名
勝
負
や
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
参

加
者
に
と
っ
て
も
こ
の
大
会
で
得
た
素
晴
ら
し
い
思
い
出
は
消

え
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ん
の
心
の
中
に
残
り
続

け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
嗣
）
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